
◼ 令和６年度以降に交通局で取り組む事業（上下分離、市電延伸、軌条更換、多両編成車両の導入、電停改良）について、
軌道運送高度化実施計画の策定を予定しているが、軌道運送高度化実施計画を策定するにあたっては、その事業について、
地域公共交通計画への位置づけが必要となっている。

◼ 今回策定する軌道運送高度化実施計画のうち、地域公共交通計画に記載されていない「上下分離、市電延伸、軌条更換」
の取組を施策として追加するもの。（変更内容の詳細は資料7-②新旧対照表のとおり）

計画変更の概要

熊本地域公共交通計画の変更について
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計画の全体像



熊本地域公共交通計画の変更について

２

追加する事業別シート① 追加する事業別シート②

軌条更換 市電延伸



電停改良（バリアフリー化）を行うことにより、誰でも安全
に利用しやすい環境を整備するとともに、乗降時間の短縮等
による定時性、速達性の向上を図る。

熊本地域公共交通計画の変更について

３

追加する事業別シート③

超低床電車（LRV）の導入を促進し、高齢者や障がい者など
誰にでも利用しやすい公共交通サービスを実現するとともに、
乗降時間・停車時間の短縮による定時性・速達性の向上を図
る。

軌道運送高度化事業と位置付ける事業別シート

ピーク時に満員のため一部の利用者が乗車できない状況が課
題となっていることから、現行定員の2倍程度の多両編成車両
の導入を行い、輸送力の強化を図る。

上下分離

多両編成車両の導入：事業（5）

超低床電車（LRV）の導入：事業（14）

電停改良：事業（15）

現在計画に記載している取組の中で、軌道運送高度化事業
として位置付ける事業別シートは以下のとおり。
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